
○ 妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査（妊婦健診等）の際に医師又は助産
師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置
（通勤緩和、休憩、症状等に関する措置（作業の制限、勤務時間の短縮、休業等））を講じることが事業主に義務付けられていま
す。（男女雇用機会均等法第13条）

告示日・適用日：令和２年５月７日（予定）

○ 妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれ
に関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それ
を事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限（在宅勤務又は休業をいう。）
等の必要な措置を講じるものとします。

○ 令和３年１月31日まで（注）の時限的な措置になります。
（注） 新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針（告示）を改正します
～ 労働政策審議会において告示改正案要綱を諮問・答申しました～

新型コロナウイルス感染症に関する措置（令和3年1月31日まで）

適用期日等（予定）

女性労働者が事業主に的確に指導事項を伝えられるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を促します。

母性健康管理措置とは

○ 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、
新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影
響を与えるおそれがあります。

○ 母と子という「２つの生命」を守るという観点、そして少子化対策としても、妊娠中の女性労働者が、安心して妊娠
を継続し、子どもを産み育てられるような環境を整備することが重要です。

○ このため、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健
康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定する予定です（告示改正予定）。

※ 「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正を予定。



母健連絡カードは、厚生労働省ホームページや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウン
ロードできます。また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。

新型コロナウイルス感染症に関する新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理指導事項連絡カード（母健連絡カード）の活用方法（イメージ）
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（記入例）
新型コロナウイルス感染症の感染のおそれの低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業）
の措置を講じること。

企業
（事業主）

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

職場における妊娠中の女性労働者等への
配慮について
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_11067.html

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が必要な場合には、主治医等に、
カード裏面の「特記事項」の欄に指導内容を記入いただくことを予定しています。
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